
 

 

 

 

 

 

武蔵村山市障害者就労支援センターの仮移転について 

 

 武蔵村山市障害者就労支援センターにつきましては、現在事業を行っている施設

の建替工事のため、下記のとおり仮移転して事業を継続しますので、お知らせしま

す。 

 

記 

 

１ 仮移転期間   

令和６年１１月１８日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 

 

２ 仮移転場所 

武蔵村山市民総合センター２階 旧訪問看護ステーション区画 

 

３ その他   

令和６年１１月１５日（金）は、移転作業のため、臨時休業となります。 
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